
2010年新年号 土地～建物まで、地元で創業３５年･㈱はが建築社の暮らし豊かな キャンペーン情報！

皆様のご愛顧のお陰で、弊社も３５年目を迎えられることとなりました。心より御礼申し上げます！
地元の皆様へ感謝を込めて本年も安心安全・お得な住まいの情報をお届けいたします。

じゅうかつ

今年 住活 を始める方、既に始められている方に是非見て欲しい情報が盛りだくさんあります。お見逃し無く！

①新ブランド登場！埼玉県産木材を使った はが建築社 の【西川材】ナチュラル&フリーな家造り。
弊社では、埼玉県産材木 【西川材】 を使った新築木造注文住宅を展開していきます！

【西川材とは】・・・飯能市周辺は、古来から良質の木材を産出してきました。
その歴史は古く、およそ３００年前から大消費地である江戸
への木材供給産地として発展してきました。この地域の気候
風土は、杉・檜などの建築用木材の育成に最適であった事
や、地理的にも名栗川・高麗川といった江戸へ通じる川が
流れており、イカダを組んでの運送が容易であったからです。
江戸から見て西の川から運ばれてくる良質な木材をいつの
頃からか【西川材】と呼ぶようになったのです。

【西川材の特長は】・・・枝打ちや間伐を丁寧に行い、丹精込めて育て
られています。そのため、材の色、艶が良く、年輪が緻密で節の少ない良質
な材が生産されています。

【立て木とは】・・・木は普通、４０～８０年で伐採されますが、その時に数
本残して１００年、２００年かけて大きな木に育て上げます。これが西川独特
の育林方法で、この大径木を「立て木」と呼びます。

良質の苗の育成・植え付け、雪起こし、枝打ち、間伐と言った育林作業も盛
んになり、まっすぐで加工しやすく強度があり、木目の整った色の良い木材と
して「西川材」は評判になったのです。

埼玉の気候風土に合った環境で育った【西川材】は、その土地に住まう人・住宅
にとっても相性が良いのです。弊社の目指す気候風土に合った住まいづくりと、目指す
方向が同じなのです。この【西川材】を使った健康的な住まい、くつろぎの住まい
づくりを、弊社では今後ますます、エコロジーの観点からも、紹介させていただく展開を
予定しております。

皆様も【西川材】での家造りを考えて見ませんか？詳しくは、今後のハウジングニュースをご注目下さい！

注文住宅一筋
耐震防火 安心設計

誠実 技術第一

◎新築工事現場最新情報◎

[沼南駅近くの上尾市原市台団地内]

お近くで、はが建築社の新築現場が始まります！（詳細は今後随時お知らせします☆）

特長１）４寸柱・尺梁をふんだんに使った、建物の骨組みが見える木造注文住宅を
進めています。

特長２）敷地と道路の高低差を有効に使って設計された間取りは、是非直接ご覧頂きたいところです。

特長３）建物内部は、骨組みがそのまま仕上げとなっていて、１階から２階まで豪快に
吹き抜けた造りです。

特長４）建物全体をすっぽりと断熱材で包み込む、外張り断熱の家です。

特長５）建物の大きな窓からは、日差しが降り注ぎ、屋上のオープンデッキも
心地よい場所です。



②新登場！【住宅版エコポイント制度】はじまります。 経済産業省・国土交通省・環境省／三省合同事業

☆弊社の新築（木造注文住宅）標準仕様は、エコ住宅の基準に適合済み！

■エコ住宅の新築・・・平成２１年１２月８日～平成２２年１２月３１日にて建築
着工した新築住宅で、以下①、②に該当する事。

【対象となる内容】 ①省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
②省エネ基準（平成１１年基準）を満たす木造住宅
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■エコリフォーム・・・・平成２２年１月１日～１２月３１日に工事着手したもので、
以下①または②の改修工事が対象です。

【対象となる内容】 ①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井または床の断熱改修

※これらと併せて､バリアフリーリフォーム（手すりの設置､屋内の段差解消、
通路または出入口の幅の拡張）を行う場合、その分ポイントが加算されます。
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☆住宅版エコポイントを利用して交換頂ける商品等は、商品券やプリペイドカードや省エネ商品等が予定されています。
詳細は弊社までお気軽にお問い合わせ下さい！！

☆エコポイントの申請期限については、今後公表される予定です。

③はが建築社の新築長期優良住宅は、ストロングライフを応援します！
◆長期優良住宅とは？・・・今まで、日本の住宅は、「作っては壊す」という短いサイクルの消費型社会でした。

「良いものを作ってきちんと手入れして長く使う」という長いサイクルのストック型社会へ移行
するため、２００９年６月４日「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造や設備などに講じられた優良な
住宅のみ、長期優良住宅と認定されます。

◆認定基準とは？・・・耐震性（住宅性能評価）耐震等級２以上
省エネルギー性（住宅性能評価）省エネルギー対策等級４
耐久性（住宅性能評価）劣化対策等級３相当
維持管理・更新の容易性（住宅性能評価）維持管理対策等級３相当
他（住戸面積必要規模・居住環境配慮・維持保全管理計画・住宅履歴情報の整備）等があります。

◆住宅税制優遇措置は？・・・長期優良住宅ならローンを使わなくても所得税の特別控除が受けられます。
●制度の対象：住宅ローン減税制度を利用せずに、長期優良住宅を取得する人
●控除の対象：長期優良住宅にするために必要となった性能強化費用（上限1,000万円）
●控除率：性能強化費用の１０％

☆来月号の予告→「春のリフォーム＆不動産物件☆情報特集！」です。お楽しみに！！
★はみだしホロスコープ【山羊座】：堅実な努力家。目標目指してコツコツ頑張ります。忍耐力があり、自分にも他人にも厳しく、やや頑固な傾向があります。

■埼玉県知事認可第1997号檜住宅協同組合員･理事長
■一級建築士設計事務所登録(埼玉県知事)(８)第564号
■建設業許可(埼玉県知事)般17第22962号
■宅地建物取引業免許(埼玉県知事)(９)第9815号
■(社)全国宅地建物取引業保証協会会員
■(社)埼玉県宅地建物取引業協会会員･彩央支部理事
■(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
■東日本不動産流通機構(REINS)加盟店
■ハトマークネット不動産情報センター加盟店
■埼玉県被災建物応急危険度判定士登録第1-563号
■(財)住宅保証(住宅性能10年保証)機構登録店第10035597号
■(財)上尾市勤労者福祉サービスセンター指定店
■「リフォネット」登録事業者 第０４１３６号
■住まいの防犯アドバイザー登録認定店
■埼玉県知事「ライフサイクルに対応した新たなブランド住宅

の施工販売」承認店

耐震等級２以上 省エネルギー対策
等級４相当

劣化対策等級３相当
床下空間330mm以上

維持管理対策
等級３相当


